
交付対象者
　令和7年12月31日時点で、町に住所がある65歳以上の
要介護（支援）認定を受けている方で、下表に該当する方
※今年度から申請書は事前に送付しませんので、対象にな
るか確認したい場合は、1月19日（月）以降、福祉課介護
班へお問い合わせください。
※令和7年中に対象者が亡くなられている場合も対象とな
ります。
※すでに障害者手帳をお持ちの方、本人または扶養義務者
が非課税で、所得税の確定申告及び住民税の申告をする
必要がない方は、認定書は不要です。

認定書交付開始日　1月19日（月）
申請できる方
　要介護（要支援）認定者本人またはその扶養義務者
交付申請手続き
①福祉課介護班窓口で申請してください。
②申請内容を確認し、該当する方にはその場で認定書を交
付します。
※申請書は、町ホームページからもダウンロードできます。
※認定書は再交付できませんので、紛失にはご注意くださ
い。

がんは早期発見が大切!
令和8年度がん検診（新規受付）のご案内
　令和8年度の胃がん・大腸がん・乳がん・子宮がん集団
検診を新たに希望する方の申込を受け付けます。
対  象  者（年齢は年度末年齢）
・胃がん・大腸がん検診：40歳以上の方
・乳がん検診：30歳以上の女性
・子宮がん検診：20歳以上の女性
※町内在住の方
※がん検診は症状のない方が対象です。症状がある方は、
検診を待たずに速やかに医療機関を受診しましょう。

申込が必要な方
①初めて集団検診を希望する方
②2年以上がん集団検診が未受診で、令和8年に受診を希
望する方
※令和6年度以降に希望するがん検診の受診歴があり、結
果が異常なしの方は申込不要

申込方法　健康こども課へ電話で申込
申込期限　2月27日（金）まで
そ の 他　令和8年度がん個別検診は、4月以降にお申込
ください。

申 問健康こども課健康づくり班　☎82-3400

障害者控除対象者認定書を交付します

　アピアランスケアとは、がん治療に伴う脱毛や手術痕な
どの外見の変化に対し、安心して自分らしく生活を送るこ
とができるようにサポートするものです。
　町では、がん治療による外見の変化を補充するウィッグ
などの購入費用の一部を助成し、治療と社会生活の両立を
支援します。

対象者　がんと診断され治療を受けた方または現在治療中
で申請日に町に居住し、かつ住民登録をされている方

※他にも要件があります。
申請期限　令和7年4月1日以降に購入または
レンタルを開始した日の翌日から起算して
1年

※詳しくは、町ホームページをご覧ください。

問健康こども課健康づくり班　☎82-3400

がん治療を受けている患者さんへ
アピアランスケア助成事業のご案内

↑町ホームページ
　はこちら

設定区分 障害理由 認定基準

障害者 知的障害者（軽度・中度）に準ずる 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、
Ⅱb、ⅢaまたはⅢbである方

特別障害者
知的障害者（重度）に準ずる 主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅣま

たはMである方

寝たきり老人 主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB1、
B2、C1またはC2である方

　障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の方で、寝たきり状態や認知症で日常生活に支障があるなど一定の基準に該
当する場合は、障害者に準ずると認定し、所得税や町県民税申告に利用できる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

問福祉課介護班　☎84-1257

↑町ホームページ
　はこちら
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